
種　　　　類 単　　　　位 手　数　料 許可期間

広告塔・広告板 面積５㎡までごとにつき ３，２２０円 ２年以内

プロジェクションマッピング 面積５㎡までごとにつき
３，２２０円

ただし面積1,000㎡を超える
ものにあっては644,000円

２年以内

小型広告板 １枚につき ４００円 １年以内

はり紙・はり札等 ５０枚までごとにつき ２，２５０円 １カ月以内

広告旗 １基につき ４５０円 １カ月以内

立看板等 １枚につき ４５０円 １カ月以内

電柱・街路灯柱の利用広告 １枚につき ３１０円 １年以内

標識利用広告 １枚につき ２１０円 １年以内

宣伝車 １台につき ４，９５０円 １年以内

バス又は電車の車体利用広告で
長方形の枠を利用する方式によ
るもの

１枚につき ６１０円 １年以内

前記以外の車体利用広告 １台につき １，９５０円 １年以内

アドバルーン １個につき ２，８５０円 １カ月以内

広告幕 １張につき ９９０円 １カ月以内

アーチ １基につき １０，６３０円 ２年以内

装飾街路灯 １基につき ５，０１０円 ２年以内

店頭装飾 １基につき １９，８００円 １カ月以内
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